
（別表）

評価基準

№ 評価の視点 配点

⑴
学校給食に関する
基本的事項

①学校給食に関する考え方
・学校給食に対する事業者の基本的な考え方・抱負、業務に対する理解等を
評価。
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②安全衛生管理体制
・安全衛生管理に対する基本的な考え方や実施体制を評価。
・従事者の健康管理や調理設備・機械及び用具等に対する衛生検査に関す
る実施内容を評価。

③調理事故防止体制
・異物混入を発生させないための対応方針を評価。
・食中毒、ノロウイルス、災害、調理設備トラブル等の予防対策を評価。

④危機管理体制
・調理場で事故（異物混入、数の不足等）が発生した場合の迅速な対処方法
や連絡報告体制、及び不測事態発生時の対応方針を評価。

⑤人員の配置
・有資格かつ経験豊富な従事者を十分な人数配置できるかを評価。
・責任者及び副責任者として配置する者の経験年数、現場管理能力を評価。
・急な欠員の補充や代替体制を評価。

⑥給食開始までの運営
・給食業務開始のために準備計画が具体的に示され、給食開始が滞りなく、
高水準での業務開始が期待できるかを評価。

⑦教育・研修体制
・従事者に対する教育・研修について、その実施方法、内容、年間スケジュー
ル等を評価。

⑧費用対効果
・安定した給食運営を提供しつつ、いかにコスト削減ができるかを検証してお
り、費用対効果が期待できるかを評価。

⑨独自提案

・本調理場での独自の取り組みや専門的な技術に基づいた事業提案につい
て、実現可能性があり本事業の目的を達成するのに効果的なものとなってい
るかを評価。
・会社独自の提案や給食運営の充実・向上、食育に対する考え方等、全体を
通して評価。

100

　ただし、各選定委員の評価点を合計し、選定委員数で除した平均点が60点を超えるものがいなかった場合は、契約候補者を選定しない。

評価項目

自由提案

業務実施体制

安全衛生管理体制⑵ 60

25

10

⑶

⑷


